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特集 中小企業における高齢者雇用を考える

―
― 

労
働
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

小
嶋　

健

中
小
企
業
に
お
け
る

こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
人
事
労
務
管
理

（
１
）
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
で
希
望
者

全
員
の
65
歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
高
齢
者
雇
用
対

策
は
、
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
12
月
28
日
、
厚
生
労
働
省

の
労
働
政
策
審
議
会
職
業
安
定
分
科
会
雇
用
対
策
基

本
問
題
部
会
で
は
、
今
後
の
高
年
齢
者
雇
用
対
策
に

つ
い
て
報
告
書
を
ま
と
め
た
が
、
年
が
明
け
て
１
月

６
日
、審
議
会
は
厚
生
労
働
大
臣
に
建
議
を
行
っ
た
。

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
24
年
の
通
常
国
会
に
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
改
正
案
を
国
会
に
提
出
す
る
と
明
言

し
て
い
る
。
予
想
さ
れ
る
法
改
正
の
内
容
は
、
上
記

報
告
書
の
内
容
か
ら
、
①
希
望
者
全
員
の
65
歳
ま
で

の
雇
用
確
保
義
務
化
、
②
生
涯
現
役
社
会
の
実
現
に

向
け
た
環
境
の
整
備
、
が
中
心
と
な
る
。

（
２
）
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
協
定
、　　

就
業
規
則

　

審
議
会
に
お
け
る
改
正
論
議
で
は
、「
希
望
者
全

員
一
律
に
65
歳
ま
で
雇
用
確
保
を
義
務
化
」
と
い
う

点
に
関
し
て
、
経
済
界
を
中
心
に
い
ま
だ
異
論
も
多

く
聞
か
れ
る
現
状
で
あ
り
、
今
後
改
正
内
容
が
順
次

明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
多
く
の
論
点
が

提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
め
ま

ぐ
る
し
い
労
働
関
係
法
の
改
正
の
な
か
に
あ
っ
て
、

担
当
者
不
足
な
ど
の
事
情
か
ら
や
や
も
す
る
と
対
応

が
遅
れ
が
ち
な
中
小
企
業
の
ト
ッ
プ
と
担
当
者
に
、

高
年
齢
者
の
労
務
管
理
に
関
す
る
必
要
な
基
礎
事
項

を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
に
関
連
す
る
労
使
協
定
、
就
業
規
則

に
つ
い
て
は
、
過
去
に
、
中
小
企
業
に
対
し
て
法
に

よ
る
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
た
経
緯
も
あ
り
、
法
改

正
の
た
び
に
複
雑
な
制
度
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
労
使
協
定
と
就
業
規
則
が
果
た
し
て
い

る
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

は
じ
め
に

1



2012.2 14

（
１
）
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る　
　
　
　
　
　

就
業
規
則
の
整
備

　

平
成
18
年
4
月
1
日
施
行
さ
れ
た
現
行
の
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
で
は
、
60
歳
定
年
後
の
雇
用
確
保
措

置
と
し
て
、
①
65
歳
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ
、
②
継

続
雇
用
制
度
の
導
入
、
③
定
年
制
の
廃
止
の
う
ち
い

ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
、
①
②
の
年
齢
は
、
平
成
25
年
4
月
1
日
ま
で
に

段
階
的
に
65
歳
ま
で
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
9
条
1
項
）。

　

こ
の
う
ち
現
実
に
最
も
多
く
導
入
さ
れ
て
い
る
の

は
②
の
継
続
雇
用
で
あ
り
、
定
年
年
齢
で
雇
用
契
約

を
い
っ
た
ん
終
了
さ
せ
た
後
に
、
非
正
規
労
働
者
と

し
て
、
新
た
に
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
再
雇
用
制
度

を
導
入
し
て
い
る
例
が
大
半
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
従

前
の
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
な
く
雇
用
契
約

を
継
続
さ
せ
る
勤
務
延
長
制
度
も
導
入
す
る
こ
と
も

可
能
で
、
そ
の
場
合
は
役
職
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
正
社
員
の
身
分
は
継
続
す
る
こ
と
が
多
い
と

思
わ
れ
る
。
要
は
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
制
度
を
と
る

か
を
明
確
に
就
業
規
則
に
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
就
業
規
則
が
企
業
内
の
法

律
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
定
年
」
は
「
退
職
に
関
す
る
事
項
」
と

し
て
、
就
業
規
則
に
必
ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
で
あ
る
（
絶
対
的
必
要
記
載
事
項
）。
労
使

協
定
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
手
続
上
そ
れ
だ
け

で
十
分
で
は
な
く
、
協
定
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
就

業
規
則
（
変
更
届
）
を
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
中
小
企
業
に
認
め
ら
れ
て
い
た
特
例
の

継
続
雇
用
規
定
を
点
検

　

現
行
の
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
で
は
、
前
述

の
と
お
り
原
則
と
し
て

希
望
者
全
員
を
対
象
と

し
な
が
ら
も
、
労
使
協

定
で
定
め
た
基
準
に
よ

り
継
続
雇
用
制
度
の
対

象
と
な
る
高
年
齢
者
の

基
準
を
定
め
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
同

法
9
条
2
項
）。
さ
ら

に
、
特
例
と
し
て
常
用

労
働
者
3
0
0
人
以

下
の
中
小
企
業
に
は
、

協
定
が
整
わ
な
い
場
合

に
は
、
就
業
規
則
に
よ

っ
て
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た

（
附
則
5
条
）
が
、
こ
の
特
例
の
猶
予
期
限
は
平
成

23
年
3
月
31
日
で
終
了
し
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
で

は
、
労
使
協
定
に
よ
ら
ず
に
対
象
者
選
別
基
準
を
就

業
規
則
だ
け
に
設
け
て
い
る
中
小
企
業
は
、
こ
の
規

定
を
削
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
は
や
法
で
認

め
ら
れ
な
い
措
置
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

労
使
協
定
が
な
く
上
記
の
特
例
規
定
に
よ
っ
て
運

用
し
た
場
合
に
は
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
違
反
と

な
り
、
万
一
再
雇
用
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

場
合
に
は
、
全
員
再
雇
用
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
常
に
現
行
の
法
規
定
に
沿

っ
た
対
応
を
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
だ
。

○○株式会社代表取締役□□□と労働者代表△△△
は、高年齢者雇用安定法第 9条 2項に基づき、定年
後の継続雇用制度に関する対象者の基準等に関し、
次のとおり協定する。 

記

１　定年退職者で継続雇用の対象となる社員は、次
に掲げる基準のいずれにも該当する者とする。
①定年前 1年間の出勤率が 90％以上であるこ
　と。
②定年前１年間に無断欠勤がないこと。
③直近の健康診断の結果、業務遂行に支障がな
　いこと。

２　継続雇用する期間は、高年齢者雇用安定法第 9
条 2項に定める年齢までとする。

３　継続雇用を希望する者は、定年前 3カ月までに
その旨を申し出なければならない。

 平成・・年・月・日
 ○○株式会社代表取締役□□□
 労働者代表△△△

◎継続雇用制度対象者の基準に関する労使協定書の例

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は

希
望
者
全
員
の
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置

2
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（
3
）
現
行
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に　
　

沿
っ
た
労
使
協
定
、
継
続
雇
用
規
程
を

　

前
述
の
よ
う
に
現
在
で
は
大
企
業
、
中
小
企
業
を

問
わ
ず
、
希
望
者
全
員
に
再
雇
用
な
ど
継
続
雇
用
制

度
を
導
入
し
な
い
場
合
に
は
、
対
象
者
を
選
別
す
る

基
準
を
定
め
た
労
使
協
定
が
必
要
と
な
る
。
労
使
協

定
の
労
働
者
側
の
当
事
者
は
、
労
働
者
の
過
半
数
で

組
織
さ
れ
る
労
働
組
合
、
そ
の
よ
う
な
労
働
組
合
が

な
い
場
合
は
、
そ
の
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
を

代
表
す
る
者
で
あ
る
。
代
表
者
は
公
正
に
選
出
さ
れ

た
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

　

こ
の
労
使
協
定
自
体
は
監
督
署
に
届
け
出
る
必
要

は
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
継
続
雇
用
制

度
の
対
象
者
の
基
準
は
、
就
業
規
則
の
必
要
的
記
載

事
項
で
あ
る
「
退
職
に
関
す
る
事
項
」
に
該
当
す
る

た
め
、
就
業
規
則
の
変
更
を
所
轄
監
督
署
へ
届
け
出

る
必
要
が
あ
る
。

（
4
）
希
望
者
全
員
が
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保

措
置
の
対
象
と
な
る
場
合
の
労
使
協

定
、
就
業
規
則

　

現
在
懸
案
の
法
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
労
使

協
定
と
就
業
規
則
に
希
望
者
全
員
の
継
続
雇
用
措
置

を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
改
正
の
内
容
に
よ
っ

て
は
さ
ら
に
詳
細
な
規
定
を
追
加
す
る
必
要
が
生
ず

る
。

◎
希
望
者
全
員
を
再
雇
用
す
る
規
定
例

　
（
定
年
を
60
歳
と
し
た
ま
ま
の
例
）

　
第 

○
条　

 

従
業
員
の
定
年
は
、
満
60
歳
と
す
る
。

 

2 

定
年
退
職
日
は
、
満
60
歳
の
誕
生
日
の

属
す
る
月
の
末
日
と
す
る
。

 

３ 

定
年
退
職
後
、
希
望
す
る
者
に
つ
い
て

は
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
定
め
る
法

定
年
齢
ま
で
再
雇
用
す
る
。

の
多
様
化
と
と
も
に
増
加
し
て
い
る
（
労
働
者
派
遣

法
、
有
期
労
働
に
関
す
る
基
準
な
ど
）。
非
正
規
労

働
者
に
も
法
定
の
適
正
な
労
働
条
件
が
遵
守
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
雇
用
主
は
、
全
労
働
者
数
の
中

で
非
正
規
労
働
者
が
占
め
る
割
合
が
3
分
の
１
を
超

え
る
現
状
の
下
で
、
非
正
規
労
働
の
関
係
法
規
の
知

識
は
欠
か
せ
な
い
と
い
え
る
。

（
２
）
調
査
か
ら
み
る
高
齢
者
の　
　
　
　
　

再
雇
用
形
態

　

平
成
23
年
8
月
に
発
表
さ
れ
た
、
5
人
以
上
の
常

用
労
働
者
を
雇
用
す
る
民
営
事
業
所
を
対
象
と
す
る

厚
生
労
働
省
の
調
査
「
平
成
22
年
就
業
形
態
の
多
様

化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
の
概
況
」
に
よ
る
と
、

正
社
員
以
外
の
労
働
者
の
活
用
理
由
と
し
て
、「
高

年
齢
者
の
再
雇
用
対
策
の
た
め
」
と
回
答
し
た
事
業

所
が
約
23
％
と
、
平
成
19
年
調
査
に
比
べ
上
昇
し
て

い
る
。
非
正
規
社
員
の
な
か
で
は
契
約
社
員
と
嘱
託

社
員
と
を
合
わ
せ
る
と
9
割
を
超
え
る
状
況
で
あ

る
。
高
齢
者
の
再
雇
用
が
増
加
す
る
に
伴
い
、
非
正

規
労
働
者
の
割
合
は
今
後
も
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想

（
１
）
非
正
規
労
働
に
関
す
る
知
識
は　
　
　

欠
か
せ
な
い

　

定
年
後
の
再
雇
用
の
就
業
形
態
は
、
嘱
託
社
員
、

契
約
社
員
、
派
遣
社
員
、
出
向
社
員
な
ど
多
様
に
わ

た
る
。し
か
し
労
働
者
と
し
て
再
雇
用
さ
れ
る
以
上
、

労
働
基
準
法
を
中
核
と
す
る
労
働
保
護
法
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
定

年
後
の
再
雇
用
者
が
正
社
員
と
は
異
な
る
就
業
形
態

（
フ
ル
タ
イ
ム
↓
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
で
勤
務
す
る
場

合
は
、
労
働
基
準
法
以
外
の
労
働
法
規
（
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
）
も
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非

正
規
労
働
者
を
保
護
す
る
労
働
法
規
は
、
就
業
形
態

高
齢
者
に
適
用
さ
れ
る
労
働
保
護
法

3
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さ
れ
る
（
図
表
1
）。

（
3
）
非
正
規
労
働
に
関
連
す
る
主
要
な
法
規

　

非
正
規
労
働
に
関
す
る
法
律
で
主
要
な
も
の
を
お

さ
ら
い
し
て
み
よ
う
。
現
実
の
再
雇
用
は
、
勤
務
延

長
と
は
異
な
り
、
定
年
以
前
と
は
別
個
の
労
働
契
約

に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
、
元
の
職
場
で

同
じ
仕
事
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者

も
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
定
年
前
と
は

別
個
の
契
約
で
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

は
個
々
の
労
働
契
約
に
よ
る
労
働
条
件
で
あ
る
の
で

一
概
に
い
え
な
い
が
、
一
般
的
に
定
年
前
に
比
べ
て

賃
金
は
低
下
す
る
。
ま
た
、
1
年
契
約
の
よ
う
に
期

間
を
定
め
た
労
働
契
約
（
有
期
労
働
契
約
）
で
あ
る

こ
と
が
多
く
、
期
間
の
定
め
が
な
い
正
社
員
時
代
か

ら
大
き
く
変
わ
る
。
労
働
時
間
で
い
え
ば
、
正
社
員

よ
り
短
時
間
勤
務
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が

一
般
的
で
あ
る
し
、
賃
金
は
時
間
給
で
あ
る
場
合
も

多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
非
正
規
労
働

の
就
業
形
態
で
あ
る
。
非
正
規
労
働
に
は
労
働
者
保

護
の
面
か
ら
労
働
基
準
法
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
法

規
が
あ
る
。
以
下
に
概
要
を
記
す
。

○
パ
ー
ト
労
働
法
・
パ
ー
ト
指
針

・
再
雇
用
者
を
新
た
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
雇

用
す
る
場
合
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
用
の
労
働
条

件
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

正
社
員
に
対
す
る
労
働
条
件
通
知
書
の
事
項

に
加
え
て
、
昇
給
、
退
職
手
当
、
賞
与
の
有
無
が

含
ま
れ
る
。
待
遇
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
は
そ
の
待
遇
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮

し
た
事
項
な
ど
を
誠
実
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
有
期
労
働
契
約
の
場
合
は
、
契
約

更
新
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
明
示
す
る
必
要

が
あ
る
。

○
有
期
労
働
契
約
の
締

結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に

関
す
る
基
準
（
告
示
）

 

・
再
雇
用
は
有
期
労
働
契

　

約
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

65
歳
に
達
す
る
ま
で
1

　

年
契
約
を
更
新
す
る
場

　

合
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

高
齢
者
に
限
ら
ず
、
有

　

期
労
働
契
約
の
更
新
や

　

雇
止
め
を
め
ぐ
っ
て
紛

　

争
が
生
じ
る
こ
と
が
多

く
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
定
め

ら
れ
た
の
が
厚
生
労
働
大
臣
告
示
で
あ
る
。
契
約

締
結
時
の
明
示
事
項
や
雇
止
め
を
す
る
場
合
の
ル

ー
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
。

・
契
約
締
結
時
の
ポ
イ
ン
ト
は
①
更
新
の
有
無
を
明

示
す
る
。
②
更
新
す
る
こ
と
が
あ
る
と
明
示
し
た

と
き
は
判
断
の
基
準
を
明
示
す
る
。
③
契
約
締
結

後
に
①
ま
た
は
②
に
つ
い
て
変
更
し
た
と
き
は
変

更
内
容
を
明
示
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

・
有
期
労
働
契
約
で
は
、
労
働
者
は
そ
の
期
間
中
は

雇
用
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
使
用
者
は
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」

が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
契
約
期
間
途
中
で
解

雇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
労
働
契
約
法
17
条
1

項
）。

・「
基
準
」
で
は
、
雇
入
れ
か
ら
継
続
し
て
1
年
を

超
え
て
い
る
有
期
雇
用
契
約
を
更
新
し
な
い
場
合

は
、
少
な
く
と
も
満
了
日
の
30
日
前
ま
で
に
そ
の

旨
を
予
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
再
雇
用
後
の
雇
止
め
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く

発
生
し
、
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
雇
止
め
の
合

理
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
高
年
齢
者

は
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
ま
で
の
雇
用
が
確

保
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
重
要
な
関
心
を
持
つ
も
の

で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
た
び
雇
用
継
続
の
信
頼
を
与

え
た
場
合
に
は
そ
れ
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
」
と

し
て
、
雇
止
め
に
労
働
契
約
法
16
条
の
解
雇
権
濫

用
法
理
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
た
判
決
が
あ
る

（
福
岡
地
裁
平
成
23
年
7
月
13
日
決
定
）。

図表1　正社員以外の労働者を活用する理由
　　　　（事業所割合）
（複数回答（平成19年は複数回答３つまで））、（単位：％）

就業形態 高年齢者の
再雇用対策のため

平成22年
正社員以外の労働者がいる  22.9
契約社員  14.6
嘱託社員  75.9
出向社員  4.2
派遣労働者  3.4
臨時的雇用者  6.1
パートタイム労働者  9.7
その他  7.9
平成19年
正社員以外の労働者がいる  18.9
契約社員  11.0
嘱託社員  67.3
出向社員  3.2
派遣労働者  2.6
臨時的雇用者  9.5
パートタイム労働者  7.9
その他  8.9
　注： １) 正社員以外のそれぞれの就業形態の労働者

がいる事業所のうち、その就業形態の労働
者を活用する理由を回答した事業所につい
て集計した。

 ２) 平成 19 年の数値は、複数回答３つまでの
回答を集計した割合である。
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特集 中小企業における高齢者雇用を考える

措
置
を
希
望
す
る
定
年
到
達
者
全
員
に
及
ぼ
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
厚
生
年
金
の

基
礎
年
金
部
分
が
男
性
は
平
成
25
年
度
か
ら
65
歳
に

な
り
、
報
酬
比
例
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
も
平
成
25

年
度
か
ら
3
年
お
き
に
1
歳
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
る

と
、
平
成
25
年
度
に
61
歳
に
な
る
人
は
無
収
入
、
無

年
金
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
現
状
を
み
る
と
、
希
望
者
全
員
が
65
歳
以
上

ま
で
働
け
る
企
業
の
割
合
は
、
中
小
企
業
で
50
・

7
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
企
業
で
は
23
・
8
％
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
（「
平
成
23
年
高
年
齢
者
の
雇
用

状
況
」
厚
生
労
働
省
）。
長
引
く
経
済
停
滞
の
中
に

あ
っ
て
、
超
高
齢
化
社
会
は
そ
の
ま
ま
超
困
難
な
途

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

・
再
雇
用
後
の
雇
止
め
に
つ
い
て
は
、
雇
用
確
保
措

置
と
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
接
続
と
い
う
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
の
趣
旨
か
ら
も
、
厳
し
く
解
釈
さ

れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

・
更
新
、
雇
止
め
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
は
、

最
初
の
契
約
締
結
で
更
新
条
件
な
ど
契
約
内
容
を

書
面
で
明
確
に
し
て
お
く
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

・
有
期
労
働
契
約
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
で
ル
ー
ル
作
り
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、

平
成
23
年
12
月
、
審
議
会
か
ら
建
議
さ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
①
有
期
労
働
契
約
が
5
年
を
超
え

て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合
は
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
に
転
換
さ
せ
る
仕
組
み
を
導
入
、
②
実

質
的
に
無
期
労
働
契
約
と
異
な
ら
な
い
状
態
で
存

在
す
る
有
期
労
働
契
約
な
ど
の
「
雇
止
め
」
に
つ

い
て
は
、紛
争
防
止
の
た
め
制
定
法
化
す
る
な
ど
、

従
来
の
行
政
の
取
扱
い
を
明
確
化
す
る
方
向
が
含

ま
れ
て
お
り
、
分
科
会
報
告
書
は
、
労
働
契
約
法

の
改
正
な
ど
の
措
置
を
求
め
て
い
る
。

（
4
）
高
齢
者
の
安
全
衛
生
管
理
・
健
康
管
理

・
労
働
安
全
衛
生
法
で
は
、「
高
齢
者
な
ど
就
業
に

当
た
っ
て
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
そ
の
心
身
の
条
件
に
応
じ
て
適
正
な
配
置
を

行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め

て
い
る
（
62
条
）。
高
齢
者
の
身
体
的
・
精
神
的

機
能
の
低
下
に
留
意
し
た
安
全
衛
生
管
理
が
望
ま

れ
る
。

・
健
康
診
断
は
常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘱
託
社
員
、
契
約
社

員
、
パ
ー
ト
社
員
な
ど
労
働
者
の
雇
用
形
態
を
問

わ
な
い
。

・
安
全
衛
生
管
理
、
健
康
管
理
は
労
働
契
約
上
の
安

全
配
慮
義
務
の
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
労
働
契

約
法
で
は
安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
、
労
働
契
約

が
締
結
さ
れ
れ
ば
こ
れ
に
付
随
し
て
当
然
に
発
生

す
る
使
用
者
の
義
務
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
同
法

第
5
条
）。
う
つ
病
や
過
労
死
に
関
連
し
て
使
用

者
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
額
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
問
題
で
あ
る
が
、
近

時
の
労
務
管
理
に
は
悩
ま
し
い
存
在
と
な
っ
て
い

る
。
高
齢
者
の
安
全
衛
生
に
配
慮
し
た
就
業
環
境

が
求
め
ら
れ
る
。

　

年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
が
不
可
避
で
あ
る

財
政
事
情
か
ら
も
、
将
来
は
段
階
的
に
、
65
歳
ま
で
の

雇
用
確
保
措
置
↓
65
歳
定
年
↓
70
歳
ま
で
の
雇
用
確

保
措
置
↓
70
歳
定
年
、
と
い
う
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
。

　

平
成
24
年
度
の
国
会
に
法
改
正
案
と
し
て
提
出
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保

図表2　希望者全員が65歳まで働ける企業

（出典：厚生労働省「平成 23年高年齢者の雇用状況」）

お
わ
り
に

4

31～300人

301人以上

全企業

0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

希望者全員65歳以上継続雇用
65歳以上定年
定年の定めなし

（％）

32.1 56.813.0 2.7

0.418.2 5.2

33.8 13.9 3.0


